
第７回須賀川市教育委員会 会議 

・令和３年７月２８日（水曜日） 

・市役所庁舎２階会議室２０３ 

議事日程第１号 

          令和３年７月２８日（水曜日）午後３時００分 開議 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 教育長報告 

日程第３ 議案第 30号 令和４年度使用教科用図書の採択について 

日程第４ 議案第 31号 須賀川市立小、中学校通学区域審議会要綱の一部を改正する 

           要綱について 

日程第５ 議案第 32号 須賀川市公立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

 

 出席者（５人） 

      教育長            森合義衛 

     １番委員          阿部昭光 

     ２番委員          関根真吾 

     ３番委員          須田由利子 

     ４番委員          渡辺由美子 

 

説明のため出席した者 

     教育部長          鈴木伸生 

     教育総務課長        小池文章 

     学校教育課長        菅野哲哉 

     こども課長         板橋圭寿 

     学校教育課主任指導主事   柿沼孝明 

 

事務局職員出席者 

     教育総務課主幹兼課長補佐  上田孝夫 

     教育総務課総務係長     有我広美 

      

○ 教育長（森合義衛）第７回須賀川市教育委員会会議の開会を宣言し、議事に入

る。（午後３時００分 開会） 

 

 

日程第１ 会期の決定 

 

○ 教育長（森合義衛）会期を提案し、本日 1日と決定する。 



 

日程第２ 教育長報告 

 

○ 教育長（森合義衛） 

  それでは、私の方から１点ほど報告させていただきます。 

 

１ 先月の教育委員会会議以降の学校の教育活動について 

先月の教育委員会会議以降の市内小・中学校の教育活動の取り組み状況について

お知らせします。 

まず、新型コロナウイルス感染症の状況であります。 

国は７月１２日（月）から８月２２日（日）までの期間、拡大傾向にある東京都に

対して４回目となる緊急事態宣言を発出しました。 

そのような中、本県においては連日新たな新型コロナウイルス感染症の感染者が

確認されているところですが、本市児童生徒につきましては、先月に引き続き新たな

感染者は報告されておりません。 

７月２０日（火）には、市内各学校で第１学期終業式が行われ、授業日数７２日の

第１学期が終了しました。教育委員の皆様の各学校の教育活動へのご支援に感謝い

たします。 

  新型コロナウイルス感染症がまだまだ収束していない中ではありますが、子ども

たちには、３５日間の夏休みをぜひ有意義に過ごしてほしいと願っております。 

なお、第２学期始業式は８月２５日（水）となりますのでよろしくお願いします。 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第２ 教育長報告については了承願います。 

  

○ 教育長（森合義衛）日程第３ 議案第 30号 令和４年度使用教科用図書の採択

についてから 日程第５ 議案第 32号 須賀川市公立学校通学区域審議会委員の

委嘱についてまでを議題とする。 

  本件は、人事案件等のため、須賀川市教育委員会会議規則第 18条第 1項の規定

により秘密会として審議することを提案し、秘密会とすることを決定する。 

 

  （事務局で入口を封鎖する。） 

 

日程第３ 議案第 30号 令和４年度使用教科用図書の採択について 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第３ 議案第 30号 令和４年度使用教科用図書の採択に

ついてを議題とし、事務局の説明を求める。 

 



○ 教育部長（鈴木伸生）議案に基づき説明する。 

 

○  学校教育課主任指導主事（柿沼孝明）議案別紙に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第 30号については、原案のとおり可

決する。 

 

日程第４ 議案第 31号 須賀川市立小、中学校通学区域審議会要綱の一部を改正す

る要綱について 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第４ 議案第 31号 須賀川市立小、中学校通学区域審議

会要綱の一部を改正する要綱についてを議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（鈴木伸生）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第 31号については、原案のとおり可

決する。 

 

日程第５ 議案第 32号 須賀川市公立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第５ 議案第 32号 須賀川市公立学校通学区域審議会委

員の委嘱についてを議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（鈴木伸生）議案及び参考資料に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第 32号については、原案のとおり可

決する。 

 

  以上により、本日の日程を終了し、第７回須賀川市教育委員会会議の閉会を宣言

する。 

（午後３時１７分 閉会） 



（ 令 和 ３ 年 第 ７ 回 分 ） 

 

●閉会後の意見交換事項（午後３時５２分 終了） 

 

（菅野学校教育課長説明） 

１ 「教科等教育研修」及び「セミナー研修」の開催について 

     

２ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費について 

    

３ 夏季休業中の学校プール指導の予定について 

      

４ 令和３年度第５０回交通安全鼓笛パレードについて 

 

 

（小池教育総務課長説明） 

５ 令和３年度須賀川市奨学生の決定について                               

 

 

 

 

 

 

 

 


